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平
成
30
年
２
月
・
３
月
の

確
定
申
告
か
ら
必
要
！

～
庄
原
市
総
合
体
育
館
の
機
能
拡
大
～

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た

情
報
連
携
が
始
ま
り
ま
し
た

多
機
能
施
設
を
目
指
し
て

11
月
13
日
か
ら

西城保育所の移転先が決まりました
移転先は備後西城駅と西城温水プールの間に

　

平
成
27
年
度
に
事
業
着
手
し
た
西
城
保

育
所
の
移
転
整
備
は
、当
初
の
予
定
地（
備

後
西
城
駅
と
西
城
温
水
プ
ー
ル
の
間
）で
、

土
砂
災
害
警
戒
区
域
な
ど
の
調
査
や
浸
水

想
定
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
た
め
、２
度
に
わ
た
り
事
業
を
中
断
し

ま
し
た
。

　

市
は
、改
め
て
移
転
先
を
決
定
す
る
に

当
た
り
、園
児
の
保
護
者
や
西
城
地
域
の

皆
さ
ん
に
よ
る
「
整
備
検
討
委
員
会
」を

設
置
し
、意
見
を
求
め
ま
し
た
。

　

委
員
会
の
意
見
は
、防
災
・
利
便
性
・
早

期
実
現
の
視
点
か
ら
当
初
予
定
地
が
適
地

で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、委
員
会
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も

に
、防
災
計
画
の
策
定
や
避
難
訓
練
の
充

実
な
ど
を
前
提
と
し
て
移
転
先
を
当
初
予

定
地
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

今
後
、平
成
32
年
度
の
開
所
に
向
け
整

備
を
進
め
ま
す
。

　

総
合
体
育
館
は
平
成
５
年
の
竣
工
以
後
23

年
を
経
過
し
、経
年
劣
化
な
ど
に
よ
り
、台
風

や
ま
と
ま
っ
た
降
雨
時
に
は
雨
漏
り
が
生

じ
、ア
リ
ー
ナ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、使
用
に

際
し
て
支
障
を
来
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
「
ウ
レ
タ
ン
塗
膜
工
法
」に
よ
り
、屋

根
全
体
を
ウ
レ
タ
ン
の
薄
い
膜
で
覆
い
、10

月
31
日
に
修
繕
が
完
了
し
ま
し
た
。こ
れ
に

よ
り
、こ
れ
ま
で
雨
天
時
に
心
配
し
て
い
た

雨
漏
り
も
解
消
で
き
、快
適
に
使
用
い
た
だ

け
ま
す
。

　

ま
た
、総
合
体
育
館
は
、ス
ポ
ー
ツ
の
拠
点

の
み
な
ら
ず
、災
害
時
に
は
千
人
を
超
え
る

避
難
者
の
受
け
入
れ
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

平
成
27
・
28
年
度
に
、広
島
県
の
進
め
る
「
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
事
業
」に
よ
り
、

停
電
時
に
一
定
の
電
力
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
に
、「
太
陽
光
発
電
・
蓄
電
シ
ス
テ
ム
」

の
設
置
工
事
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、災
害
時
、総
合
体
育
館

に
避
難
場
所
を
開
設
し
た
際
の
停
電
時
に

も
、照
明
や
Ｏ
Ａ
機
器
な
ど
を
一
定
時
間
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

市
の
掲
げ
る
「
市
民
ひ
と
り
１
ス
ポ
ー

ツ
」の
推
進
に
向
け
、そ
の
中
心
的
な
施
設

で
あ
る「
庄
原
市
総
合
体
育
館
」。本
年
度
、

屋
根
の
大
規
模
修
繕
を
行
い
ま
し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た
情
報
連
携

は
、法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、専

用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、異

な
る
行
政
機
関
の
間
で
情
報
を
直
接
「
や
り

取
り
」す
る
全
国
的
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。こ
の

シ
ス
テ
ム
を
使
え
ば
、転
入
時
の
児
童
手
当
の

申
請
の
際
に
、市
町
村
の
間
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
利
用
し
て
所
得
や
課
税
の
情
報
を
や
り
取

り
し
、前
住
所
地
の
所
得
課
税
証
明
書
の
添

付
を
省
略
す
る
こ
と
な
ど
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、情
報
連
携
の
対
象
で
な
い
手
続

き
や
、対
象
手
続
き
で
あ
っ
て
も
引
続
き
必

要
な
添
付
書
類
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、今
後
、

添
付
書
類
が
省
略
で
き
る
予
定
の
手
続
き
も

あ
り
ま
す
の
で
、手
続
き
の
際
は
、各
担
当
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
時
に
省
略
で
き
る
添
付
書
類
の
例
】

●
児
童
手
当
の
申
請
…
所
得
課
税
証
明
書

●
保
育
所
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
認
定
申
請

…
生
活
保
護
受
給
証
明
書
・
児
童
扶
養
手
当

証
書
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

問
い
合
わ
せ　

児
童
福
祉
課
児
童
福
祉
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
９
２

●
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
申
請
…
所
得
課
税

証
明
書
・
生
活
保
護
受
給
証
明
書

問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
２
１
０

「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」運
用
開
始

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に

関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
で
、次
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

①
市
町
村
の
間
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
て

行
っ
た
自
分
の
特
定
個
人
情
報
を
や
り
取
り

し
た
履
歴
の
確
認
／
②
行
政
機
関
が
持
っ
て
い

る
自
分
の
情
報
の
内
容
の
確
認
（
例
：
所
得
情

報
、予
防
接
種
履
歴
な
ど
）／
③
子
育
て
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、子
育
て
に
関
す
る

一
部
の
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
（
現
在
整
備
中
）

※
利
用
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

※
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
利
用
す
る
場
合
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
対
応
し
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
場
合

は
対
応
機
種
の
み
利
用
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、

地
方
公
共
団
体
シ
ス
テ
ム
機
構
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（https://w

w
w.

jpki.go.jp/prepare/reader_w
riter.htm

l

）
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
本
庁
・
支
所
の
専
用
パ
ソ
コ
ン
か
ら
も

利
用
で
き
ま
す
。

○
個
人
番
号
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

内
閣
府
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
95
‐
０
１
７
８
（
通
話
料
無
料
）

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
・出
前
ト
ー
ク
の
申
し
込
み

行
政
管
理
課
行
政
管
理
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
１
２

○
通
知
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発

行
な
ど
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

市
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
７

行
政
管
理
課
行
政
管
理
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
１
２

生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係　

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
９
６

危
機
管
理
課
危
機
管
理
係　
　
　

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
２
０
６

　

こ
れ
ま
で
住
民
告
知
放
送
や
回
覧
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
て
い
る
と
お
り
、
平
成
30
年
２

月
・
３
月
に
市
役
所
で
確
定
申
告
を
す
る
場

合
は
、
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
申
告
す
る
場
合
と
同
様
に
「
利
用
者
識
別

番
号
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

市
役
所
本
庁
舎
お
よ
び
支
所
で
は
、
申
告

当
日
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
、事
前
に「
利

用
者
識
別
番
号
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
番
号
を
取
得
し
て
い
な
い
方
は
、
受

付
期
限
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

番
号
の
発
行
が
必
要
な
方

市
役
所
で
確
定
申
告
を
す
る
方

発
行
手
続
き
に
必
要
な
も
の

印
鑑 

（
世
帯
の
代
表
者
の
印
鑑
）

受
付
場
所

税
務
課
市
民
税
係

各
支
所
地
域
振
興
室
・
市
民
生
活
室

受
付
期
間

12
月
27
日
㈬
ま
で
の
９
時
～
16
時

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

※
発
行
に
は
１
番
号
に
つ
き
５
分
程
度
か
か

り
ま
す
。

★
「
利
用
者
識
別
番
号
」
は
、
自
宅
の
パ
ソ

西城支所地域振興室保健福祉係
☎ 0824-82-2202　
児童福祉課児童福祉係
☎ 0824-73-1192

◀現在の西城保育所

移転先

現在地

コ
ン
で
オ
ン
ラ
イ
ン
発
行
を
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。
市
の
窓
口
以
外
で
番
号
を
取
得
し

た
方
は
、番
号
（
16
桁
）
が
発
行
さ
れ
た
ペ
ー

ジ
を
印
刷
し
た
も
の
な
ど
、
番
号
が
分
か
る

も
の
を
申
告
当
日
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

★
既
に
番
号
を
取
得
し
た
方
は
今
回
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
利
用
者
識
別
番
号
取
得
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https://kaishi.e-tax.nta.go.jp/S
U

_A
P

P
/lnk/kaishiS

hinkiK
ojin?S

S
000120

利
用
者
識
別
番
号
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

庄
原
税
務
署

☎
０
８
２
４
‐
72
‐
１
０
０
１

事
前
発
行
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

税
務
課
市
民
税
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
４
６　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
室
・
市
民
生
活
室

利
用
者
識
別
番
号

利
用
者
識
別
番
号
を

事
前
発
行
し
ま
す　

ま
た
、蓄
電
設
備
に
よ
り
、余
剰
電
力
は
通

常
使
用
時
の
電
気
の
補
助
と
し
て
も
使
う
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、市
の
中
心
的
な
生
涯
ス
ポ
ー
ツ

施
設
で
あ
る
と
と
も
に
、災
害
時
の
多
機
能

施
設
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
り

ま
す
。

平
成
27
・
28
年
度

　

太
陽
光
発
電
・
蓄
電
シ
ス
テ
ム
設
置
工
事

　

８
１
８
６
万
９
千
円　

平
成
29
年
度

　

屋
根
修
繕
工
事
費

　

１
億
１
０
７
７
万
６
千
円


